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▽
議
案
第
51
号　

平
成
28
年
度
座

間
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

　

企
画
財
政
部
所
管
事
項
、
国
有

資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
つ

い
て
「
新
た
に
建
設
を
さ
れ
た
自

衛
隊
宿
舎
は
交
付
対
象
に
な
る
の

か
」
と
の
質
疑
に
「
平
成
30
年
度

か
ら
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
と

い
う
形
で
交
付
金
の
対
象
と
な
り
、

本
年
11
月
末
に
交
付
金
額
の
決
定

通
知
が
あ
り
ま
す
」
と
の
答
弁
が

あ
り
ま
し
た
。

　

総
務
部
所
管
事
項
、
人
事
管
理

経
費
、
職
員
採
用
試
験
採
点
等
委

託
料
に
つ
い
て
「
当
初
予
算
で
は

対
前
年
度
比
増
額
と
さ
れ
て
い
た

が
、
決
算
で
は
当
初
予
算
よ
り
減

額
で
、
前
年
度
と
比
較
を
し
て
も

減
額
と
な
っ
て
い
る
理
由
は
」
と

の
質
疑
に
「
平
成
27
年
度
ま
で
は

１
次
試
験
か
ら
筆
記
試
験
を
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
28
年
度
は
、

１
次
試
験
を
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
、

２
次
試
験
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
試
験
と
し
て
実
施
し
、
筆
記
試

験
を
３
次
試
験
に
す
る
こ
と
に
試

験
方
式
を
平
成
28
年
度
当
初
か
ら

変
更
し
た
こ
と
で
、
筆
記
試
験
を

行
う
ま
で
に
人
数
を
絞
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
で
筆
記
試
験
の
受
験

者
数
が
減
少
し
、
委
託
料
が
減
少

し
た
も
の
で
す
」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　

健
康
部
所
管
事
項
、
介
護
ロ
ボ

ッ
ト
等
導
入
支
援
事
業
費
に
つ
い

て
「
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
等
導
入
支
援

北朝鮮による弾道ミサイル発射と
核実験を非難する決議

　北朝鮮に対し即刻、ミサイルの開発を中止し、核爆弾を放棄
し、国際社会との対話をすることを強く求める。

準要保護世帯に対する就学援助の
拡充を求める意見書

　国に対し生活保護に準じる「準要保護世帯」への国庫補助金
を拡充させると同時に、単価に見合った交付税算定額の引き上
げを強く求めるものである。
【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣

小中学校におけるプログラミング
必修化に対して支援を求める意見書

　政府においては、以下の事項について取り組むことを強く要
望する。
１　早期にプログラミングの指導の概要について明らかにする
こと。
２　円滑な指導を行うため、自治体間の格差を是正するために
必要な財政措置を行うこと。
３　民間の人材を積極的に活用したり、小規模な自治体などに
おいて適正な人員配置が困難な場合は、広域での対応を認め
るなど、弾力的な人材配置を認めること。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業

大臣

食品衛生管理の国際標準化を求める意見書
　政府においては、食品流通の多様化や国際化等を踏まえ、食
品衛生管理の制度の見直しを進め食品の安全の確保を図るべく、
以下の事項について取り組むことを強く要望する。
１　消費者を第一に考え、食品の製造・加工、調理、販売等の
フードチェーン全体での取り組みを進め、衛生管理を「見え
る化」すること。
２　ＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化に当たっては、食品ご
との特性や事業者の状況等を踏まえ、小規模事業者等に十分
配慮した実現可能な方法で十分な準備期間を設け取り組みを
進めること。
３　すべての食品事業者がＨＡＣＣＰによる衛生管理に取り組
むことを踏まえ、営業許可制度の見直しも合わせて進めるこ
と。その際には施設基準などを定める都道府県等の条例に配
慮すること。
４　食品用器具及び容器包装の規制にポジティブリスト制度の
導入を検討するなど、欧米等との整合性を図ること。
５　食品事業者が製造した製品や輸入した製品を自主回収する
場合には、その情報を把握する仕組みを検討すること。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣

※要旨のみ掲載していますので、詳細は市ホームページでご確認いただくか、
議会事務局までお問い合わせください。☎046（252）8872

北朝鮮の核・ミサイルの脅威に対し、
外交力の発揮を求める意見書

　政府に対し、近隣諸国との不断の信頼醸成を含め、冷静に日
本の外交力を発揮し、緊張が高まる現下の北朝鮮情勢を打開す
るよう求める。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、防衛大臣、内

閣官房長官

テロに対する万全の対策を求める意見書
　政府においては、テロ対策推進本部決定を着実に推進し、実
効性のある対策に取り組むよう求める。さらに、テロの脅威に
直面する国際社会との連携を深め、難民支援、地域の安定化に
向けた人道支援など非軍事的な取り組みに貢献するとともに、
国内および海外における国民の安全確保に万全の対策を講ずる
よう求める。
【提出先】内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、法務大臣、外

務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、
内閣官房長官、国家公安委員会委員長

薬害肝炎救済法の延長を求める意見書
　国においては、薬害肝炎問題の全面解決に向け、薬害被害者
が安心して暮らせるように法改正を進めるよう強く要望する。
【提出先】内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣

事
業
は
６
事
業
所
に
支
援
が
行
わ

れ
た
事
業
で
す
が
、
導
入
さ
れ
た

後
の
反
応
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
の
か
」
と
の
質
疑
に

「
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
導
入
に
つ
い
て

の
事
業
所
か
ら
の
反
応
に
つ
い
て

は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
を
各
事

業
所
か
ら
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

マ
ッ
ス
ル
ス
ー
ツ
は
１
事
業
所
で

す
が
、
職
員
の
腰
へ
の
負
担
が
非

常
に
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

大
変
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
見
守
り
セ
ン
サ
ー
つ
き
の

低
床
ベ
ッ
ド
が
５
事
業
所
で
す
が
、

こ
ち
ら
に
つ
き
ま
し
て
は
、
夜
間

時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
方
の
体
調
に
合

わ
せ
て
セ
ン
サ
ー
の
設
定
が
で
き
、

細
か
く
ア
ラ
ー
ム
で
情
報
が
送
ら

れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
夜
間

の
見
回
り
の
頻
度
が
減
り
、
ベ
ッ

ド
か
ら
落
ち
て
し
ま
う
頻
度
も
減

っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
ベ
ッ
ド

に
つ
い
て
も
好
評
と
い
う
意
見
を

い
た
だ
い
て
い
ま
す
」
と
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

　

環
境
経
済
部
所
管
事
項
、
電
気

自
動
車
購
入
助
成
事
業
費
に
つ
い

て
「
３
４
５
万
円
を
支
出
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
当
初
予
算
を
下
回

っ
て
い
る
。
予
想
よ
り
実
績
が
下

回
っ
た
理
由
は
、
ま
た
、
急
速
充

電
器
の
使
用
状
況
は
」
と
の
質
疑

に
「
新
聞
等
で
も
報
道
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
電
気
自
動
車
の
特
性
で

あ
る
航
続
距
離
と
電
気
充
電
を
す

る
と
き
の
時
間
の
長
さ
が
一
つ
の

要
因
で
は
な
い
か
と
分
析
を
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
新
型

リ
ー
フ
が
発
売
に
な
り
、
か
な
り

改
善
さ
れ
、
航
続
距
離
も
４
０
０

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
る
と

聞
い
て
い
ま
す
の
で
、
今
後
は
実

績
の
増
加
が
見
込
め
る
の
で
は
な

い
か
と
分
析
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

急
速
充
電
器
の
使
用
量
で
す
が
、

１
万
２
７
３
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
ア
ワ

ー
程
度
の
利
用
が
あ
り
、
回
数
に

つ
い
て
は
、
１
９
０
３
回
の
利
用

が
あ
り
ま
し
た
」
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
認

定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
57
号
、
第
58
号
以
上
２

件
は
、
全
員
賛
成
で
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
52
号
、
第
53
号
、
第
54

号
以
上
３
件
は
、
賛
成
多
数
で
認

定
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
55
号
、
第
56
号
以
上
２

件
は
、
賛
成
多
数
で
認
定
及
び
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
議
案
第
59
号
、
第
61
号
、
第
62

号
以
上
３
件
は
、
全
員
賛
成
で
原

案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
陳
情
第
14
号
、
陳
情
第
17
号
は

６
面
参
照

▽
議
案
第
60
号
は
、
全
員
賛
成
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た

（
一
部
委
員
退
席
）。

▽
陳
情
第
16
号
は
６
面
参
照

▽
議
案
第
63
号
は
、
全
員
賛
成
で

原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

▽
諮
問
第
１
号
は
、
却
下
す
べ
き

と
の
判
断
で
意
見
が
一
致
し
ま
し

た
。


